
 

東広島市川上地域センター公共下水道接続修繕仕様書 

 

１ 修繕名 

 東広島市川上地域センター公共下水道接続修繕 

 

２ 履行場所 

 東広島市八本松飯田八丁目１９－４９（東広島市川上地域センター） 

 

３ 履行期間 

 契約締結日の翌日から令和６年１１月３０日まで 

 

４ 概要 

本修繕は、公共下水道供用開始に伴い、浄化槽を廃止し、川上地域センターの汚水を公

共下水道に接続する。 

 

５ 修繕内容 

 （１）排水設備の申請図面（施工図）の作成、浄化槽の廃止届・下水道接続の手続き及び

本市関係部局への申請手続きその他必要な手続きを行う。 

（２）発注者が別途発注した清掃及び消毒業者とスケジュール調整し、公共下水道接続後、

敷地内の浄化槽の清掃、消毒を行う。 

（３）既存浄化槽最終桝をインバート加工、最終桝と排水管を接合し、１%の勾配で排水管

を配管、小口径桝を途中２箇所１０ｍ間隔で設置し、宅内公共桝（天端からの下がり

ｈ＝１．６ｍ）まで長さ２５ｍ排水管を布設し、埋戻しを行う。 

（４）配管の際、公共桝手前の門扉、柵、基礎ブロックを一時撤去し、配管埋戻し後、門

扉、柵、基礎ブロックを復旧すること。 

 

６ 浄化槽図面 

 メーカー：大栄産業㈱、型式：ＮＫ－ＦＡ.７０Ａ、処理方式：接触ばっき、合併・単独：

合併槽、構造区分：新構造、人槽：７０人、保守点検・清掃業者：株式会社三井開発 

 

７ 準 則 

 設計書、仕様書による他は公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（国土交通省大

臣官房官庁営繕部監修）最新版に基づき修繕を行う。 

 

８ 疑義変更 

   （１）本設計図書は、設計の大要を示すものであり詳細部等について技術的必要事項は、



 

明記なくとも完全に修繕する。  

 （２）修繕に際して疑義を生じた場合、又は軽微な変更を必要とする場合には、速やかに

発注者と協議し、発注者の指示により修繕を行う。 

   

９ 提出書類 

 発注者の指示する書類は、遅滞なく提出する。 

 本修繕に使用する機器、材料等は、発注者の指示により見本品、カタログ等を提出し、

承認を受ける。 

 現況写真・施工写真・完成写真を提出する。 

 

１０ 一般事項 

 （１）官公庁その他への手続きは、受注者の負担で遅滞なく行う。 

（２）修繕箇所周囲に対する養生・清掃については十分にこれを行う。 

 （３）修繕による周辺への影響を最小限に留めるよう鋭意努力する。 

 （４）施設の運営をしながらの修繕となるため、工程及び安全対策に留意する。 

（５）本修繕に使用する材料で、図面に記載された型番は参考とし、同等品以上を使用

する。 

 

１１ 施工に際しての注意事項 

（１）浄化槽の廃止処理に当たっては、周辺部に駐輪場、浄化槽付近にヨド物置があ

るため、注意を払って実施すること。 

（２）修繕区域については、使用できない旨の表示やカラーコーン、ロープ等で立ち

入り禁止区域を明確にすること。 

（３）付近にキュービクル、ハンドホール、制御盤、アースがあり、排水管布設の際、

地中の電気配線に干渉の可能性があると思われる部分については、掘削により電

気配線がショートしないよう手掘りで慎重に行うこと。 

（４）修繕箇所の掘削を行い、地下埋設物により設計変更が必要と認められる場合は

速やかに発注者に報告し、協議を行うこと。 

（５）浄化槽から公共下水道の切り替えで一時的に止水や電気の使用を停める日程を、

あらかじめ地域センター職員及び発注者と協議をすること。 

（６）浄化槽廃止処理後、制御盤は使用できない旨を制御箱に明示すること。 

（７）上記以外で疑義が生じた場合は速やかに報告をすること。 

 

１２ 作業又は品名（品質・規格）明細 

別紙１「東広島市川上地域センター公共下水道接続修繕明細書」のとおり。 

 



 

１３ 位置図 

別紙２「位置図及び現況図面・写真」のとおり。 

 

１４ 浄化槽図面及び公共桝設置情報 

  別紙３「浄化槽図面」及び別紙４「勾配図及び公共桝設置情報」のとおり。 

 

１５ 作業上の注意等 

項目 内容 

排 水 設 備 の 設

置・公共下水道の

接続 

本修繕は、東広島市排水設備指定工事店の指定を受けている者が行うこ

と。 

第三者委託 

業務履行に際して、作業の一部を第三者に直接委任し、又は請け負わせ

ようとする場合は、極力、東広島市内に主たる本店・営業所を有する業

者に発注すること。 

履行期間・作業時

間 

・修繕は月曜日～土曜日で行うものとする。 

・作業時間は 9：00～17：00とする。 

・作業の実施に当たっては、作業内容及び工程等を地域センターに説明

し、調整を行うこと。 

 

１６ 事前見学等 

修繕対象施設の事前見学をできる限り行うこと。事前見学は、事前に発注担当課に申

し出た上で、令和６年４月２６日までの発注者が認めた時間帯において見学すること。 

ただし、現場での口頭による質疑応答は認めないため、質問がある場合は入札公告に

定めるところにより、所定の期日までに提出することとする。（質問書提出期限：令和６

年４月３０日） 

 

１７ その他 

（１） 本修繕の実施に際し、受注者は履行場所の施設の運営に支障をきたさないように 

配慮すること。また、施設内及びその周辺に、騒音・振動・悪臭・その他環境に著

しい影響を与えた場合又は与える恐れがある場合は、速やかに発注者及び施設管理

者に報告を行うとともに、対応を協議すること。 

（２）公共桝手前に門扉を設置、施錠してあるため、鍵について地域センターに確認を

行うこと。 

（３）本修繕の実施期間中は、十分な養生・安全対策を講じ、履行場所に設置されてい

る建築物、工作物、その他既存設備、備品等に損害を及ぼした場合は、速やかに発

注者に報告を行うとともに、受注者の責任と負担により原状復旧すること。 

 （４）受注者は、本修繕の実施に当たり、修繕請負契約約款（以下「約款」という。）第 



 

１１条により修繕実施責任者を定めて発注者に通知すること。 

 （５）本修繕において必要となる電気、水道用水は履行場所の設備に接続して使用でき 

るものとし、受注者に費用の負担を求めないものとする。 

 （６）本修繕において、作業員の安全に十分配慮すること。 

（７）本修繕の実施に当たり、原材料の包装紙等を散在させること等のないよう配慮し、 

衛生的な作業環境の維持に努めること。また、火気の取り扱いに注意すること。 

 （８）本修繕の実施中に受注者の責めに帰すべき事由により、修繕を継続できなくなっ

たときは、速やかに作業を中止して発注者に報告の上、発注者の指示のもと、原則

本修繕に関する全ての箇所を復旧し、設備等は使用可能な状態にすること。 

 （９）本修繕に際し、本修繕関係者以外の第三者の生命、身体及び財産の危機並びに迷

惑を防止するために必要な措置をとること。 

 （10）修繕に当たっては、関連する法規等を遵守し、諸手続きが必要な場合は受注者が

責任をもって代行すること。 

（11）本修繕において発生した産業廃棄物の処分は、関係法令を遵守して適切に処分す

ること。 

 

１８ 問い合わせ先 

（１）発注担当課 

   地域振興部 地域づくり推進課 地域活動支援係 

   東広島市西条栄町８番２９号 

   電話  ０８２－４２０－０９２４ 

   ＦＡＸ ０８２－４２３－０２７０ 

（２）修繕対象施設                                     

東広島市川上地域センター 

   東広島市八本松飯田八丁目１９－４９ 

   電話  ０８２－４２８－００４４ 

  （通常開館日時：月～土曜日、午前９時から午後１２時） 



作業費又は品名 品質・規格 数量 単位 備考

車両・重機代 ダンプ等、バックホウ0.07 1 式

矢板設置・撤去 1 式

排水管布設 Vuφ125 25 ｍ 掘削は重機及び手掘り

小口径インバート桝設置　　 φ150 2 箇所

最終桝インバート加工 φ125 1 式

埋戻し 1 式

材料費（砂、砕石、小口径桝、管材等） 1 式

門扉、柵、基礎ブロック一時撤去 1 式

門扉、柵、基礎ブロック設置 1 式

申請書類作成・申請手続き 1 式

諸経費（安全管理費含む） 1 式

小計

消費税 10%

合　　計

別紙１「東広島市川上地域センター公共下水道接続修繕明細書」
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テキスト ボックス
配置図・屋外配管図



 

浄化槽位置 浄化槽位置 

浄化槽位置 

浄化槽の廃止処理に当たっては、周辺部に駐輪場、浄化槽付近に

ヨド物置があるため、注意を払って実施すること。 

ヨド物置 

駐輪場 

001689
テキスト ボックス
別紙２「位置図及び現況図面・写真」



 

排水管布設箇所イメージ 

公共桝 
公共桝手前に門扉を設置、施錠してある

ため、鍵について地域センター職員に要

確認 

排水管布設の際、門扉、柵、基礎ブロックの一時

撤去、復旧要 

制御盤 

キュービクル 

ハンドホール 

浄化槽接続の最終桝 

排水管設置付近にキュービ

クル、ハンドホール、埋設物

としてアースがあるため要

確認 
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別紙２「位置図及び現況図面・写真」
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四角形
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排管の接続ヶ所は既存浄化槽最終桝Ｋ
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別紙４「勾配図及び公共桝設置情報」
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001689
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別紙４「勾配図及び公共桝設置情報」
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浄化槽最終桝Ｋから公共桝までの勾配図
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※既存浄化槽最終桝をインバート加工、最終桝と排水管を接合
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四角形
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公共桝の天端からの下がりはｈ＝1.60ｍ
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別紙４「公共桝設置情報」 
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公共ます設置状況
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別紙４「公共桝設置情報」 


